
 
 
 
 
 

鎌倉市における歴史的風土の保存に関する 

 

神奈川県・鎌倉市の取組み 
 
 
 
 
 
 

１．マスタープラン等における歴史的風土保存の位置づけ・・・・・・・・ １ 

 

２．法制度による歴史的風土保存の取組み・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

３．条例・要綱による取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

４．防災に対する取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 
５．別荘地等の保全・活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 

６．財団法人鎌倉風致保存会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 

７．三大緑地保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 

８．樹林地管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

９．市民活動による取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

 

 

資料 ３ 



 1

１．マスタープラン等における歴史的風土保存の位置づけ 
 
（１）第３次鎌倉市総合計画（平成１７年検討素案） 

鎌倉市では平成８年度から３７年度までの３０年間を目標期間として総合計画を定めているが、平

成１７年度をもって最初の１０年間の基本計画期間を終了することから、平成１８年度から始まる第

３次鎌倉市総合計画の策定に向けて、現在検討中である。 

 
 
  ①将来都市像と将来目標  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②将来都市像の実現に向けた将来目標とその方向  

   先人から営々と築かれてきた、世界に誇る貴重な歴史的遺産を保存・活用し、後世に伝えると

ともに、日々の生活のなかに息づいている暮らしの文化の保存・継承に努めます｡ 

 
 
  ③基本構想の基礎的な指標  

  ○土地利用 
   ア.鎌倉の資産である豊かな自然環境と歴史的遺産の保全・活用を基調に、国土利用計画法な

どに基づく計画を策定しながら、地域・地区の特性を踏まえた総合的かつ計画的な土地利用

を図り、安全で快適な生活環境の維持・形成に努めます｡ 
   イ.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法制定以来の経過を踏まえ、保存・買い

入れ・税制などについて、国に積極的に働きかけ、立法の趣旨が十分に生かされるよう努め

ます｡ 

 
 
 
 

   わたしたちのまち鎌倉は、長い歴史をもち、とくに鎌倉幕府が開かれて以来８００有余年に

及ぶ時代を経た、世界に誇る貴重な歴史的文化的遺産と、明るく広がる海や緑豊かな丘陵の自

然環境に恵まれ、住む人や訪れる人を魅了するまちとして歩んできました。わたしたちは、こ

れら先人が築いてきたかけがえのない資産を守り育て、後世に引き継ぐとともに、これからも

鎌倉がふれあいにみちた、人が主役の、魅力あるまちになるよう、まちづくりを進めていかな

くてはなりません。そして、わたしたち市民が鎌倉に住むことに喜びと誇りを感じるだけでな

く、訪れる人も、来てよかった住んでみたいと感じるまちにしたいと思います｡ 
   鎌倉のあるべき将来都市像は、豊かな歴史的遺産と自然環境、とくに、残された緑の保

全に努めることを基調に、「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創

造するまち」とします。 
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（２）鎌倉市都市マスタープラン（平成１０年３月策定） 
平成４年の都市計画法の改正により、新たに市町村マスタープランの制度が創設され、市町村レ

ベルで、地域の実情と市民の意向を反映した都市計画の方針づくりが法的に位置づけられた。 

鎌倉市都市マスタープランは、平成８年に策定された第3次総合計画を受け、都市計画法に基づく

市町村マスタープランとして策定されている。 

 

 

  ①基本理念  

   「くらしに自然・歴史・文化がいきる古都鎌倉」 
   鎌倉は多くの歴史的遺産と、それらと渾然一体となって市街地を囲み連なる緑の丘陵、明るい

海岸などの豊かな自然環境に恵まれています。こうした貴重な環境資源を次代に継承していくこ

とは、現代に生きる私達の使命です。総合計画の基本構想にも「古都としての風格を保ちながら、

生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」と謳われています｡ 
   鎌倉のまちづくりにおいては、市街地が緑に囲まれているという構造的な特徴を明確化し、そ

れぞれの地域の特性を活かしながら、機能を充実し、安全・快適で健康的な環境を整え、さらに

文化を育み、まち全体として公園的な環境を形成していくことが望ましいと考えます｡ 
   より具体的に述べれば、鎌倉地域の豊かな歴史的遺産と自然を大切に保全することはもちろ

ん、その他の地域においても、残された歴史的遺産と自然を大切に扱い、あわせて、新しい緑の

創造と拡大に努めながら、緑により、市街地を適正な規模に区分していくことが、鎌倉のまち

づくりにおいては効果的であり、重要です｡ 

 
 
  ②部門別方針 

 ア 自然環境の保全・回復の方針 
  ○歴史的遺産と一体となった緑地の保全 
    天然の要害として鎌倉中心部を取り囲む緑地や周辺の歴史的遺産（史跡や寺社、古道）と

一体となった緑地の保全を図るため、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域、歴史的風土

特別保存地区の指定・拡大を図ります。また、歴史的遺産や景観の一体的な保全を図るため、

隣接する市に協力を求めていきます｡ 
 イ 都市景観形成の方針 
  ○都市景観の基本構造     

本市の景観づくりを進めるにあたっては、市域全体が「古都」であることに配慮し、鎌倉

市全域を「古都鎌倉大景域」と設定します。そして、景観上の特徴などから古都鎌倉大景域

を「古都景域」と「都市景域」の２つの「景域」に分け、これをさらに５つの景観地域に分

けそれぞれの特性に応じた景観形成を進めます｡ 
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図１：土地利用の方針図 

 

 
 

出典：「鎌倉市都市マスタープラン」 
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（３）鎌倉市緑の基本計画（平成８年４月策定） 
市町村が中長期的観点に立って策定する都市の緑地の保全及び緑化の推進等に関する基本計画で

あり、都市緑地法第４条に基づき策定するものである。基本計画には、緑地の保全及び緑化の目標

やその推進に関する事項を定めるほか、保全すべき緑地の確保や緑化の推進方針等を定めることが

できる。 
鎌倉市緑の基本計画は、本基本計画制度が創設された後の最初の計画であり、詳細な現状解析と

課題分析の下に、計画の基本方針と目標水準、緑の配置方針と保全・整備・創造計画、計画推進の

ための施策の策定等を具体的に定めている。 
 
  ①基本理念 

   鎌倉市のように自然と歴史的遺産が融和した風土をもつ都市では、こうした風土を 構成する

緑が市民に住むことの喜びと誇りを与え、来訪者にも香り高い都市イメージを提供することとな

る。 
   鎌倉市緑の基本計画は、このような多様な効用をもつ緑・オープンスペースを都市の中に調和

ある形で保全・創造し、市民が生活の豊かさを実感するとともに、風格とうるおいのある質の高

い緑のまちづくりを目指すものである｡ 
  このためには、市民の共有財産である山・海等の自然環境と歴史的遺産を保全して次代へ継承

するとともに、これらの資源が都市の機能と融け合って人・自然・歴史が共生する緑豊かな都市

環境を市民とともに創造し、育んでいくことが重要である｡ 
  こうした考えに基づいて、第３次鎌倉市総合計画に掲げられた将来都市像「古都としての風

格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」及び都市マスタープランでのまちづ

くりの基本理念「人と自然・歴史が共存・共生する都市」を受け継ぎ、「山と海の自然と人・歴

史が共生する鎌倉」を計画の基本理念と定める｡ 
 
  ②テーマ別の緑の配置方針 

   ○古都の歴史的風土の保存・継承 
  ア.鎌倉城（鎌倉はまち全体が幾重にも重なる山々の城壁に囲まれた城郭都市としての構えを備

えていたことから「鎌倉城」と称された。）を構成する緑地の保全 
ａ.鎌倉城の中心部を構成する緑地の保全 

       鶴岡八幡宮・鎌倉五山、七切通しなどを含む歴史的風土保存区域及びこれと同様の条件を

もつ丘陵の樹林地を保全する｡ 
ｂ.鎌倉城の外郭を構成する緑地の保全 

      ・鎌倉城の外郭を構成する山々のうち、戦略上の重要地点として砦が構えられ、その遺構が

残されている次の緑地の保全 

       ⅰ.腰越地域の竹ヶ谷城跡一帯の緑地 

       ⅱ.玉縄地域の玉縄城跡一帯の緑地 
       ⅲ.大船地区の天神山城跡一帯の緑地 

      ・鎌倉城の搦手に当たる出入口であった今泉から岩瀬にかけての丘陵の緑地の保全 

   イ.歴史的遺産と結びついた緑地の保全 
ａ.史跡や社寺等の緑地の保全 
ｂ.古道沿いの緑地の保全 
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図２：実現のための施策の方針図 

 

 
出典：「鎌倉市緑の基本計画」 
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（４）鎌倉市緑の基本計画（緑の施策の展開と実績）（平成１３年６月策定） 

平成８年に策定された緑の基本計画について、策定後の施策の展開と、それに伴う計画内容の変更

及び次の５年に向けた課題の整理を行ったものをとりまとめている。 

 
 
 ①施策の基本的考え方とその対応 

    
平成９年７月４日に、新たな緑の基本条例となる「鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例」

を制定した。この条例では、緑の基本計画の円滑な推進と今後の多様な緑の課題に対応するた

め、「鎌倉市緑政審議会の設置」、「緑の基本計画策定の義務付け」等の新しい内容を盛り込

んでいる。 

 
 
 ②計画内容を計画的、段階的に推進するための実施プログラムの策定を図る 

 

平成９年３月に、緑の基本計画の実施に向けた「鎌倉市緑の基本計画推進プログラム」を策

定するとともに、併せて、現行の施策で対応できるものから中長期的な展望の中で対応すべき

施策までを含む「鎌倉市緑の基本計画の推進に関する提言書」を作成した。 

 
 
 ③国・県・市・市民の連携による計画の推進を図る 

 

国・県・市の連携によるものとして、緑の基本計画で提示した歴史的風土保存区域の指定拡

大が国の歴史的風土審議会で審議・了承され、平成12年3月17日に新たな歴史的風土保存区域が

告示された。 

また、市と市民の連携については、市の総合公園である鎌倉中央公園での市民要望を反映さ

せた公園づくりや、市民の参加による公園の維持管理などを実施している。 

 
 
 ④各種施策の組み合わせによる施策の実効性の向上を図る 

 

平成９年３月に鎌倉市の緑化基準・緑化指針を作成し、「鎌倉市開発事業指導要綱」や、「鎌

倉市まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」と連携させながら、公共施設及び民有地の

緑化を推進している。 

 
 
 ⑤法制度の運用に至るつなぎ策として、市の条例等に基づく施策の効果的活用を図る 

 

法制度適用による緑地保全のつなぎ策として、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例第９条

の規定による「緑地保全推進地区」制度を設け、当面の緑地保全策として活用を図っている。
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図３：歴史的風土の保全・継承に係る緑地の保全 

 

 
 

出典：「鎌倉市緑の基本計画」 
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（５）鎌倉市都市景観形成基本計画（平成６年８月） 

「景観の保全と創造」を基本課題として展開される様々な方策を効果的に推進していく指針となる

と同時に、市民憲章にうたわれる鎌倉の風格を保ち高度の文化を創造するまちの実現のために必要な

都市景観形成に関する総合的な方策を示しており、平成８年７月に策定された都市景観条例に基づく

基本計画として位置づけられている。 

 
①基本理念 

（１）日本を代表する歴史都市としての発展 

（２）固有の文化を育んできた原風景の継承 

（３）自然と調和した親しみのある都市空間づくり 

（４）風格を保ち生き生きとした生活創造都市の確立 

（５）環境にやさしい薫風のとしづくり 

  
②都市景観の特色 

（１）「古都鎌倉」と「新しい鎌倉」の２つの顔 

（２）前面に広がる光あふれる海 

（３）山懐に抱かれたたたづまい 

（４）歴史的遺産が自然環境の中に融け込んでいる風土 

 
③基本目標 

 
 
 
 
 
 
 
④実現化方策 

①地区レベルの景観誘導（美観地区の指定、歴史的風土保存区域や風致地区の活用、高

度地区の指定、地区計画制度等の活用、都市景観形成地区の指定） 

②施設レベルの景観誘導（都市景観形成ガイドラインの策定、大規模建築物等の景観誘

導、屋外広告物等の規制と誘導） 

③都市景観資源の保全と活用（都市景観重要建築物等の保存、地域景観資源の保全と整

備） 

④普及啓発活動の推進（「かまくら風致景観賞」等の創設、都市景観形成活動への支援、

「かまくら景観100選」の選定、シンポジウム・講演会等の開催） 

⑤都市景観形成事業の推進（うるおいのあるみちづくり、「文学と歴史の道」づくり、

電線の地中化推進、ポケットパークの創出） 

⑥魅力的なたてものづくり（魅力的な公共建築物づくり、公共建築物の緑化の推進、美

しい公共サインの整備、公衆トイレの環境景観整備） 

⑦水辺の環境づくり（親水性のある河川環境の創造、十橋、十井、五名水の整備、快適

な海浜景観の整備と創造、うるおいある水辺空間の創出） 

⑧緑のまちづくり（都市公園・広場の整備、道路緑化の推進、斜面緑地・拠点緑地の保

全、市街地の緑の創造） 

（１）自然環境と歴史的遺産が調和した都市景観の形成 

（２）ヒューマンスケールの都市景観の形成 

（３）地域の個性を尊重した風格ある都市景観の形成 

（４）新しい時代にこたえる生き生きとした都市景観の形成 

（５）心を豊かにする都市景観の形成 
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⑤推進方策 

①都市景観条例の制定 

②現行の都市景観施策の継承・発展 

③公共空間の先導的な景観形成 

④広報、啓発活動の推進 

 
図４：鎌倉の都市景観構造の体系 

 

 
図５：鎌倉の都市景観の基本構造図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出典：「鎌倉市都市景観形成基本計画」 
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２．法制度による歴史的風土保存の取組み 
 
（１）古都保存法 

わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古

都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高

揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的としている。 

 

  ①歴史的風土保存区域の指定状況 

昭和４１年１２月に歴史的風土保存区域が朝比奈地区、八幡宮地区、大町材木座地区、長谷極

楽寺地区、山ノ内地区の５地区、合計９８９ｈａが指定された｡また、歴史的風土特別保存地区に

は朝比奈切通しをはじめとして１３地区、合計約５７３ｈａが指定されている。 

 

②許可手続き 

歴史的風土特別保存地区内で建築物の新築等の行為を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要

である｡許可申請書は鎌倉市役所で受付を行い、鎌倉市を管轄する神奈川県の出先機関である神奈

川県横須賀三浦地域県政総合センターを経由し、環境農政部緑政課が処理する。 

 

③買入れ実績 
歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ実績  約８５ｈａ（平成１６年度まで） 
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表１：歴史的風土保存区域の指定状況 

 

歴史的風土保存区域 歴史的風土特別保存地区 

地区名 面積（ha） 最終変更

年月日 地区名 面積（ha） 最終変更

年月日 

朝比奈 
 

142.0 
 

 
S41.12.14 
 

朝比奈切通し 
 

7.0 
 

S63.6.17 

浄妙寺 8.1 S63.6.17 

瑞泉寺 119.0 S63.6.17 

護良親王墓 2.0 S63.6.17 

永福寺跡 5.7 S63.6.17 

建 長 寺 ･ 浄 智

寺･八幡宮 
 

172.0 
 

S63.6.17 

八幡宮 
 

308.0 
 

H12.3.17 

寿福寺 18.0 S63.6.17 

妙本寺･衣張山 67.0 S63.6.17 
大町材木座 

 
174.0 

 
 

H12.3.17 
 

名越切通し 20.0 S63.6.17 

大仏・長谷観音 110.0 H15.9.26 

極楽寺 9.8 S63.6.17 長谷，極楽寺 
 

207.0 
 
 

H12.3.17 
 

稲村ヶ崎 6.0 S63.6.17 

山の内 
 

158.0 
 

 
S41.12.14
 

円覚寺 29.0 S63.6.17 

(５地区合計) 989.0  (13 地区合計) 573.6  
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（２）首都圏近郊緑地保全法 

首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周

辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、また首都圏の秩序ある発展

を図るために欠くことのできない条件であることから、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、

首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的としている。 

 

①北鎌倉近郊緑地保全区域 

    指定年月日  昭和４４年３月２８日     

      面   積    約９９８ｈａ（うち鎌倉市分 約２４３ｈａ） 

 

首都圏近郊緑地保全法指定当時の昭和40年代、横浜・川崎を中心とした県東部の既成市街地外

縁部が対象となり、横浜鎌倉市境から三浦半島の緑地が指定された。 

鎌倉市については、鎌倉市北部の散在ヶ池周辺の良好な自然環境を保全することを目的として

いる｡ 

 

（３）都市計画法 
  ①線引き 

・市 街 化 区 域  ２，５６９ｈａ（６５％） 

・市街化調整区域    １，３８４ｈａ（３５％）（平成15年９月26日神奈川県告示） 

 

     鎌倉では鎌倉地域の山林とその周辺地域、海岸線及び農業振興地域などを市街化調整区域に指

定している。歴史的風土保存区域のほとんどがこの鎌倉地域にあり、保存区域の大部分は市街化

調整区域となっているとともに、歴史的風土特別保存地区はすべてが市街化調整区域に指定され、

行為規制により歴史的風土の保存が図られている｡ 

 

  ②風致地区 

神奈川県風致地区条例により、都市計画法（昭和43年法律第100号）第58条第１項の規定に基づき、

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行

ない、もつて都市の風致を維持することを目的としている。 

 

    ○風致地区の指定状況 

      鎌倉風致地区  面積 ２，１９４ｈａ 

 

古都鎌倉市街地の背後に連なる丘陵地の自然的景観や数多くの史跡と結びついた山麓の名勝、

風光の美に富む海岸線等の鎌倉を特色づける風致景勝の一体的保全を図ることを目的に、鎌倉地

域を中心とする歴史的風土保存区域とその周辺、そこから腰越地域に続く丘陵地、材木座海岸か

ら腰越にかけての海岸線沿いに対して指定している｡ 

特に、都市計画運用指針に「歴史的風土保存区域は歴史的風土の保存のため届出制の規制が行

われているが、歴史的風土の保存の実効性を高めるために必要な場合は、風致地区を一体として

定めることが望ましい。」とされているため、歴史的風土保存区域（特別保存地区を含む）はす
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べて風致地区に指定されている。 

風致地区内では、神奈川県風致地区条例の許可基準に基づき、建築物その他の工作物の新増改

築等、宅地の造成等、木竹の伐採等の行為が規制されている。 

 

 
  ③その他 
    ○都市緑地法 

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法 

その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を

図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的としている。 

 

     特別緑地保全地区の指定状況 

      ・城廻特別緑地保全地区     約３．７ｈａ  （平成１４年４月３０日指定） 

      ・岡本特別緑地保全地区        約３．２ｈａ  （平成１４年４月３０日指定） 

      ・昌清院特別緑地保全地区      約０．８ｈａ  （平成１４年４月３０日指定） 

    ・玉縄城址特別緑地保全地区    約２．４ｈａ  （平成１５年６月１７日指定） 

    ・常盤山特別緑地保全地区   約１８．０ｈａ （平成１７年９月１３日指定） 

 

鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例（平成９年７月制定、平成９年１０月施行）に基づき、

歴史的、文化的環境を確保するために保全することが必要な緑地、健全な生態系を保持するた

めに保全することが必要な緑地等を「緑地保全推進地区」として指定し、特別緑地保全地区や

都市公園としての指定を進めていくこととしている。 

特別緑地保全地区の候補地としては岡本地区など４地区が推進地区として指定されており、

さらに、（仮称）天神山地区など１２地区が指定検討対象地として掲げられている｡ 

平成１３年度から国の緑地保全等統合補助制度を活用し推進地区内の土地の買入れを行って

おり、順次、特別緑地保全地区の指定を行っていくこととしている｡ 
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３．条例・要綱による取組み 
 
（１）鎌倉市都市景観条例（平成７年９月制定、平成８年７月施行） 

古都としての風格を基調とし、地域の特性を生かした本市の都市景観を守り、育て、及びつくるた

めに必要な事項を定めることにより、市民参画の下に、地域性豊かな都市景観の実現を図り、もって

潤いと安らぎのある快適なまちづくりに寄与することを目的としている。 

 
  ①良好な都市景観形成の誘導 
    ア.景観形成地区の指定 

 地域性豊かな都市景観の形成を図るため、市民と行政が知恵を出し合いながら、地区ごと

の景観づくりの方針や基準を定め、そのルールにしたがってまちづくりを進める制度で、市

長は歴史的遺産周辺景観地区（史跡、名勝、社寺等の歴史的遺産と一体に都市景観の形成を

図る必要があると認める地区）などを景観形成地区として指定することができる。 

  イ.一定規模以上の建築物等の届出制度 

 良好な都市景観の形成を図るため、一定規模以上の建築物や工作物の新築などは、あらか

じめその内容を市長に届け出ることが必要である。 
   

②市民、事業者への啓発、支援 
ア.景観重要建築物等の保存・活用 

  明治から昭和のはじめごろに建てられた建築物が多く残されており、貴重な景観資源であ

るこれらの歴史的建造物を景観重要建築物等として指定し、保存・活用の支援を進める｡ 

イ.その他 

・かまくら景観百選事業の実施 

・親子景観セミナーの開催 

 

（２）鎌倉市まちづくり条例（平成７年６月制定、平成８年１月施行） 

鎌倉市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、

計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、災害に強く、

市民の福祉を高め、かつ環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的と

している。 

 

   ①まちづくりの基本理念 

   ア.まちづくりは、市民参加ですすめます。 

         まちづくりは、計画の策定段階から市民の参画を求める｡ 

イ.まちづくりは、土地基本法の理念を踏まえてすすめます。 

     土地基本法の理念とは、土地については公共の福祉を優先させるものとする考え方である｡ 

ウ.まちづくりは、古都保存法の目的にそってすすめます。 
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     古都保存法の目的とは、古都における歴史的風土を保存することにより、ひろく文化の向

上発展に寄与することである。 

エ.まちづくりは、鎌倉市環境基本条例の理念を踏まえてすすめます｡ 

     鎌倉市環境基本条例の理念とは、人と自然とが共生し、環境への負荷が少なく持続的に発

展することができる社会を構築するとの考え方である｡ 

 

 ②市民と行政の協働によるまちづくり 

      市街地整備を中心としたまちづくりが必要な地区において、住民や権利者と行政が協議を重ね

ながらまちづくりの方針や計画を定める「協議型のまちづくり」をすすめる。 

    ア.まちづくり推進地区 

       地区の個性を尊重したまちづくりをすすめるため、市街地の整備が必要な地区を「まちづく

り推進地区」に指定し、地区における「まちづくりの基本方針（推進地区基本方針）」を定

める。 

イ.まちづくり重点地区 

  まちづくり推進地区内において、特に重点的な整備が必要な地区を「まちづくり重点地区」

として指定し、地区における「まちづくりの整備計画（重点地区整備計画）」を定めること

により、再開発など計画的な市街地整備をすすめる。 

 

  ③計画的なまちづくりへの誘導 

     計画的な土地利用を推進するため、開発事業の手続の根拠などを定めるとともに、特に大規模な

開発事業について特例手続を定め、計画的なまちづくりへの誘導を図る｡ 

    ア.一般の開発事業の手続 

 事業者は、開発事業を行おうとするときは、鎌倉市開発事業等における手続き及び基準等に

関する条例などのまちづくりの基準に従い、あらかじめ市長と協議を行うことが必要。 

   イ.大規模開発事業の手続 

 鎌倉市の土地利用に大きな影響を与える開発事業については、鎌倉市開発事業等における手

続き及び基準等に関する条例の手続に先立ち基本事項を公開し、市民の意見も踏まえながら土

地利用の調整を行う｡ 

ウ.重要開発事業の協議 

   市長は、既成市街地で行う１０，０００㎡以上の開発事業に対し、鎌倉市開発事業等におけ

る手続き及び基準等に関する条例の手続に先立ち、土地利用の方針などについての協議を要請

し、計画的な土地利用を誘導する｡ 

 

  ④市民主体のまちづくりへの支援 

自主まちづくり計画の提案やその支援方策など、市民が主役のまちづくりを多面的に支援して

いく｡ 
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 ア.自主まちづくり計画 

 一定の地区における住民で構成する快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的とする

団体で、一定の要件に該当する団体は、自主まちづくり計画を策定し、市長に提案することが

できる｡また、市長は、自主まちづくり計画を策定しようとするまちづくり市民団体に対し、

専門家の派遣その他の技術的援助を行うことができる｡ 

 
（３）鎌倉市緑地保全事業推進要綱（平成元年１０月制定、平成元年１０月施行） 

    市街地に拡がるまとまりのある優れた樹林及びこれに類する良好な土地を保全し、かつ、育成

し、もって緑豊かな自然環境と良好な生活環境を確保することを目的としている｡ 

 

①緑地保全契約 

市長は、主として市街化区域のおおむね１，０００㎡以上の緑地について、緑地の所有者等

の同意を得て、緑地保全契約を締結し、保全緑地として指定することができる。 

②奨励金の交付 

市長は、保全緑地の所有者等に対し、毎年度予算の範囲内において保全緑地奨励金を交付す

る。 

③緑地使用契約等 

市長は、所有者等の同意を得て緑地使用契約を締結し、おおむね５０，０００㎡以上の緑地

で市民のふれあいの場として適していると認められるものを「かまくらの森」として指定する

ことができる。 

④緑地の買い入れ等 

市長は、緑地保全契約又は緑地契約を締結した所有者等から保全契約又は「かまくらの森」

として指定された緑地の指定の変更・解除、買い取り、無償譲渡の申し出があったときは、必

要に応じて予算の範囲内で当該緑地を買い入れ、又は無償譲渡を受けるものとする。 

  

 

（４）鎌倉市緑地保全基金 

①根  拠  鎌倉市緑地保全基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和61年施行） 

②目  的    市内の豊かな緑地を保全することを目的とする事業の推進を図る｡ 

③事業内容     

ア.緑地取得事業 

               緑の基本計画に位置付けられた緑地について、枢要な箇所や緊急性のある場合に買入

れを進める｡ 

イ.緑地保全契約事業 

鎌倉市緑地保全事業推進要綱に基づき、市街地に広がるまとまりのある緑地を保全

するため、土地所有者と緑地保全契約を締結し奨励金を交付する。 
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ウ.公園用地取得事業 

都市計画公園に位置付けられている公園区域内の用地取得 

エ.公園整備事業 

都市計画公園に位置付けられている公園区域内の樹林管理等 

 

  ④実  績  ○平成１４年度           １９４，６４４，３７９円 

・天神山緑地用地取得     ２７，０９３，０００円  

・等覚寺東光寺緑地用地取得  ３６，３５９，９００円   外 

○平成１５年度         １，２６２，４５５，２０７円 

・鎌倉広町緑地用地取得   ８９９，９７２，３５４円 

・常盤山緑地用地取得     １０８，３７５，７３３円 

・手広笛田緑地用地取得    ５２，９０１，５００円   外 

 

○平成１６年度            ５７，８５２，３２１円 

                       ・鎌倉広町緑地測量業務委託   １８，５８１，０００円   外 
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４．防災に対する取組み 

 

鎌倉市は、丘陵地の間に谷戸が複雑に 

入りこむ起伏に富んだ地形構造をもつこ 

と、丘陵地の多くがシルト層とよばれる 

風化しやすい地質であることなどから、 

鎌倉地域を中心として崖崩れ等の危険性 

をもつ地点が数多く分布している。こう 

した危険性をもつ斜面緑地に対しては崩 

壊防止のための工事が進められているが 

未着手の箇所も多く残されている。 

（図６参照） 
 

 

 

 

            図６：過去の災害発生状況（出典：鎌倉市地域防災計画） 

 

 

   

  また、鎌倉市は、東海地震や南関東直下 

型地震発生時において津波の発生が懸念さ 

れており、関東大震災と同規模の津波が発 

生した場合には、鎌倉駅から海岸線にかけ 

た滑川沿い、江ノ電以南の稲瀬川沿い、腰 

越４丁目以南の神戸川沿いの地区が危険予 

想区域として想定されている。 

  この津波災害に対しては、海岸線や河川 

沿いの緑が災害の防止に重要な役割を果た 

している。（図７参照） 

 

 

 

 

 

 

               図７：津波危険予想区域（出典：鎌倉市地域防災計画） 

 

 

  また、JR鎌倉駅周辺と江ノ電腰越駅周辺には木造を含む商業系建築物が集積する市街地が形成さ

れているなど、全体として地震に伴う都市火災等の都市災害発生の危険要素が増大する傾向にある。 
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こうしたなか、都市の骨格を形成する緑地は、火災発生時の延焼を防ぐ防災緑地としての機能を

備えており、特に、市街化区域内やその周囲にあって市街地を分節している緑地は大きな役割を担

っていることから、総合的な防災に配慮して、緑地とオープンスペースを配置することとしている。 

 （図８参照） 

 

 

 
 

 
 

図８：市街地火災等の延焼防止などに資する緑地・オープンスペースの分布 

（出典：鎌倉市緑の基本計画） 
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５. 別荘地等の保全・活用 

神奈川県の太平洋沿岸地域のうち、葉山、逗子から大磯にいたる湘南海岸は、戦前、文化人等の別荘

が集積するリゾート地帯として市街化が進められた。 

   鎌倉市においても、明治から昭和初期までに建てられた洋風建築物や、和風建築物が多く残されて

いる。これらの建築物とともに、門や塀などの工作物を「景観重要建築物等」として保存・活用を

図っている。 
 
笹野邸 

  
 
らい亭（旧清香園）            山椒堂（旧岩田宙蔵別荘） 

  
 
洋館（古我邸）               旧安保小児科医院 
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表２：鎌倉の都市景観重要建築物一覧 
 

番号 名称・註 指定日 

指定第 １号 鎌倉文学館 平成 ２年１０月 １日 

指定第 ２号 伊藤邸（旧望洋楼） 平成 ２年１２月 １日 

指定第 ３号 篠田邸（旧村田邸） 平成 ３年 ３月 １日 

指定第 ４号 寸松堂 平成 ４年 ２月 １日 

指定第 ５号 日本基督教団鎌倉教会会堂 平成 ４年 ３月３０日 

指定第 ６号 日本基督教団鎌倉教会付属 

ハリス記念鎌倉幼稚園 

平成 ４年 ３月３０日 

指定第 ７号 かいひん荘 鎌倉 平成 ４年 ８月 １日 

指定第 ８号 石川邸（旧里見弴邸） 平成 ６年 ２月 １日 

指定第 ９号 山崎邸 平成 ７年 １月 １日 

指定第１０号 川合邸 平成 ７年 １月 １日 

指定第１１号 鎌倉聖ミカエル教会聖堂 平成 ７年 １月 １日 

指定第１２号 鎌倉市長谷子ども会館（旧諸戸邸） 平成 ７年 １月 １日 

指定第１３号 白日堂 平成 ８年 ３月 １日 

指定第１４号 小池邸 平成 ８年 ３月 １日 

指定第１５号 石島邸 平成 ９年 ３月 １日 

指定第１６号 旧安保小児科医院 平成 ９年 ３月 １日 

指定第１７号 高野邸 平成１０年 ４月 １日 

指定第１８号 村上邸 平成１１年１２月 １日 

指定第１９号 旅館対僊閣 平成１２年１０月 １日 

指定第２０号 笹野邸 平成１３年 １月 １日 

指定第２１号 のり真安齋商店 平成１３年 ５月 １日 

指定第２２号 三河屋本店 平成１４年 ４月 １日 

指定第２３号 東勝寺橋 平成１４年 ４月 １日 

指定第２４号 らい亭・山椒洞 平成１５年 ３月３１日 

指定第２５号 湯浅物産館 平成１５年 ３月３１日 

指定第２６号 去耒庵 平成１６年 ３月３１日 

指定第２７号 ホテル ニューカマクラ 平成１６年 ３月３１日 

 
資料：鎌倉市資料 
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６.財団法人鎌倉風致保存会 
 
（１）鎌倉風致保存会の発足 

  昭和３０年代の宅地開発ブームが鎌倉にも押し寄せ、鶴岡八幡宮裏山（御谷）までが開発の危機に

さらされた。その際、地元住民を中心に古都としての景観と御谷の自然を守ろうと全国的な署名運動

いわゆる「御谷騒動」が起こった｡こうした中で、昭和３９年１２月に財団法人鎌倉風致保存会が誕

生し、市民や企業からの寄付金等により御谷の山林１.５haの買収に成功した。理事長には、元電源

開発株式会社総裁の藤井崇治氏が就任し、理事には作家の大佛次郎氏、常盤山文庫理事長の菅原通済

氏ら、顧問に歴史学者の亀井高孝氏、画家の小倉遊亀氏ら鎌倉市在住の有識者が名を連ねており、同

会は日本のナショナル・トラスト第一号といわれている。また、こうした運動を一つの契機として、

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」が制定されることとなった｡ 

 

（２）現在の活動等 

鎌倉風致保存会の活動は一時期低調であったが、1980年代から再び活発となり、平成１０年には会

員制が発足した｡その後の同財団の精力的な活動は多くの鎌倉市民の知るところとなっている。 

  同財団は横浜商工会議所名誉会頭である上野豊氏を理事長とし、その寄付行為には「鎌倉市内の

自然の風光及び豊かな文化財を後世に伝えることを目的とする。」と目的が掲げられ、様々な事業を

行っている｡ 

   

①役員・事務局員・会員数 

・理事長     １名        ・監事    ３名 

・副理事長   １名        ・評議員   ９名 

・常務理事   １名        ・事務局   ５名 

       ・理事         ５名 

・会員数  ６１６名  （平成17年3月31日現在） 

 

  ②主な事業〔（ ）は平成１７年度予算額〕 

   ア.緑地保全事業（５，７７８，０００円）   

     十二所果樹園の保存と公開、買収した笹目緑地や史跡・寺社所有緑地等の維持管理等を行

う。 

   イ.建造物等保存事業（１，２８８，０００円）   

     作家の故大佛次郎氏の茶亭を保存建物として指定し、同建物の維持管理に対し助成を行う

とともに一般公開を行う。 

   ウ.普及啓発活動事業（１，９３９，０００円）   

     中学生を対象としたボランティア体験学習の実施、緑化フェスティバルへの参加、チャリ

ティーコンサートへの協賛等 

 
 
 



 23

７.三大緑地保全の取り組み 
 
  鎌倉三大緑地は、鎌倉市の市街化区域に残された大規模緑地であり、昭和４０年代から住宅地開発

と保全の取扱いが課題となっている｡ 

 

図９：三大緑地の位置 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１０：広町緑地地区域図            図１１：常盤山緑地区域図 
 

出典：鎌倉市資料 

 

台峯緑地

常盤山緑地

広町緑地 
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①常盤山緑地 
全体面積 20.5ha 

緑地の概要 歴史的風土特別保存地区と地形的一体性をもつ大規模樹林地であり、コナラ、

エノキなどの２次林を主体とした良好な自然環境を有する。また、景観的にも市

街地の背景をなす緑地として重要な役割を果たしている。 

保全の取組み ・鎌倉市 

平成１２年に市の政策会議で「三大緑地保全のための新たな基本方針」を政

策決定し、常盤山を緑地保全地区として位置付ける方針が決定され、平成１３

年に改定された緑の基本計画に緑地保全地区として位置付けた｡平成元年度か

ら順次買入れや緑地保全契約の締結を行ってきたが、平成１３年度以降、国の

新たな補助制度（緑地保全等統合補助事業）を活用し、土地の買入れを行い、

近々、特別緑地保全地区として都市計画決定される予定となっている｡ 

・神奈川県 

国が平成１２年に常盤山の南側斜面約２．５haを歴史的風土保存区域に指定

した後、平成１５年に同区域を歴史的風土特別保存地区に指定した｡ 

 
 
 
②広町緑地 
全体面積 48.1ha 

緑地の概要 市域に残る数少ない谷戸の自然的環境を残す大規模樹林地であり、ニ次林が主

体をなすが、スダジイ萌芽林等の貴重な植物群集がみられる。また、市街地の背

景をなす丘陵の自然的景観を構成する樹林地である。 

保全の取組み ・鎌倉市 

平成１２年に市の政策会議で「三大緑地保全のための新たな基本方針」を政

策決定し、広町緑地を都市公園（都市林）として位置付ける方針が決定された。

国庫補助、県の支援を受けながら、市の都市計画事業として施行していくこと

とされ、平成１３年に改定された緑の基本計画に都市公園（都市林）として位

置付けた｡ 

平成１５年度に市民公募債の発行、緑地保全基金の充当、神奈川県からの支

援、土地開発公社の活用等により一部の土地を取得した。残りの土地について

は国庫補助（都市公園事業費補助）を活用して取得していく。 

・神奈川県 

鎌倉市からの支援要請を受け、かながわトラストみどり基金（２０億円）を

取り崩すことにより鎌倉市に対し同緑地の公有地化のための支援を行った｡ 
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③台峯緑地 
全体面積 36.7ha 

緑地の概要 近接する鎌倉中央公園と一体となった、市域に残る数少ない谷戸の自然的環境

を残す大規模樹林地である。コナラ、エノキなどのニ次林が主体であるが、緑地

の中心部に向かって谷戸が形成されていることから、ガマ、ヨシなどの湿地植生

がみられる｡東側の尾根沿いには、横須賀線（北鎌倉駅付近）からの車窓景観を

構成する良好な樹林地が続いている。 

保全の取組み ・鎌倉市 

  平成８年に策定された緑の基本計画に鎌倉中央公園の拡大区域として位置

付けており、平成１２年に市の政策会議で政策決定した「三大緑地保全のため

の新たな基本方針」においても位置付けの変更はなかった。 

平成１６年度に鎌倉市山崎台土地区画整理組合設立準備委員会との間で、準

備委員会は、台峯の約２８．７haの樹林地における開発事業を取り止め、鎌倉

市の緑地保全施策に全面的に協力するとともに、鎌倉市は、当該事業予定地に

ついて公有地化を図っていくという基本的方向性がまとまった。 

 
 
８.樹林地管理事業 
 

鎌倉市の旧市街地を取り巻く山丘は、鎌倉に幕府が置かれた時期に、防衛上の理由から尾根筋を中

心に樹木が伐採され削平されていた。その後マツ類やクヌギ・コナラなどの薪炭林が成立したが、山

林の管理が行われなくなった上に表土が薄いため、豪雨等により樹林地斜面の崩落が発生しやすい状

況にあるなどの課題がある。 

樹林地管理事業は樹林を良好に保持するため、所有者に代わって鎌倉市が樹林の管理を行う制度で、

管理の内容は、家屋等に被さる枝払いや人工林の枝打ち等を行っている。 

 

  ①根 拠  鎌倉市樹林の管理に関する要綱 

       （昭和６３年５月制定、昭和６３年５月施行）   

  ②対 象    歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、自然環境保全地域、 

緑地保全推進地区 

  ③実 績    ・平成１２年度  １８，０２９，３４０円 

              ・平成１３年度    １９，４４９，６７５円 

              ・平成１４年度  １９，４１４，５００円 

              ・平成１５年度  １９，８９８，８６５円 

              ・平成１６年度  １４，６８３，２００円 

 

樹林地斜面の崩落の様子   
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図１２：鎌倉市植生図 
 

 
出典：鎌倉市資料 
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９.市民活動による取り組み 

  
 鎌倉市には自然保護、美化、環境教育など環境保全に関する様々な活動を行っている市民団体が存

在する。これらの団体の平成 13 年度の活動内容は以下のとおりである。 
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出典：鎌倉市、「平成 14 年版鎌倉環境白書」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


